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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線で被検体を撮影してＸ線画像のデータを発生する撮影部と、
　前記被検体の造影された血管に関する３次元血管画像のデータを記憶する記憶部と、
　前記発生されたＸ線画像と前記３次元血管画像の第１の投影画像との少なくとも一方に
第１の注目領域を設定する設定部と、
　前記Ｘ線画像上におけるカテーテル又はガイドワイヤの信号部分の位置を特定する特定
部と、
　前記設定された第１の注目領域に解剖学上略同一な前記３次元血管画像上の第２の注目
領域を同定する同定部であって、前記特定された位置に略同一な前記３次元血管画像上の
位置を含む領域を前記第２の注目領域として同定する同定部と、
　前記同定された第２の注目領域に関する３次元画像のデータを投影処理して第２の投影
画像のデータを発生する投影画像処理部と、
　前記発生されたＸ線画像と第２の投影画像とを位置整合して重ねて表示する表示部と、
　を具備し、
　前記同定部は、任意の時刻に特定された前記信号部分の位置と前記時刻よりも一定期間
前に特定された前記信号部分の位置とに基づいて前記信号部分の移動量を算出する算出し
、前記算出された移動量に応じて前記第２の注目領域の大きさを変化させる、
　ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項２】
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　Ｘ線で被検体を撮影してＸ線画像のデータを発生する撮影部と、
　前記被検体の造影された血管に関する３次元血管画像のデータを記憶する記憶部と、
　前記発生されたＸ線画像と前記３次元血管画像の第１の投影画像との少なくとも一方に
第１の注目領域を設定する設定部と、
　前記設定された第１の注目領域に解剖学上略同一な前記３次元血管画像上の第２の注目
領域を同定する同定部であって、前記３次元血管画像に含まれる血管領域の形状に基づい
て前記血管領域に含まれる分岐部分を特定し、前記特定された分岐部分に解剖学上略同一
な前記３次元血管画像上の部分を含む領域を前記第２の注目領域として同定する第１同定
部と、
　前記同定された第１の注目領域に関する３次元画像のデータを投影処理して第２の投影
画像のデータを発生する投影画像処理部と、
　前記発生されたＸ線画像と第２の投影画像とを位置整合して重ねて表示する表示部と、
　を具備するＸ線診断装置。
【請求項３】
　前記第１の投影画像と前記Ｘ線画像との少なくとも一方の画像上に注目部位を指定する
指定部をさらに備え、
　前記設定部は、前記指定された注目部位を含む領域を前記第１又は第２の注目領域に設
定する、
　請求項２記載のＸ線診断装置。
【請求項４】
　前記第１の注目領域の形状は、球、楕円体、円筒、六面体の何れか一つ、又はこれらの
うちの少なくとも二つの組み合わせである、請求項２記載のＸ線診断装置。
【請求項５】
　前記第２の注目領域の形状は、円、楕円、四角形の何れか一つ、又はこれらのうちの少
なくとも二つの組み合わせである、請求項２記載のＸ線診断装置。
【請求項６】
　前記指定部は、前記第１の投影画像と前記Ｘ線画像との少なくとも一方の画像上に複数
の前記注目部位を指定し、
　前記設定部は、前記指定された複数の注目部位をそれぞれ含む複数の第２の注目領域を
設定し、
　前記第１同定部は、前記設定された複数の第２の注目領域と解剖学上略同一な前記３次
元血管画像上の複数の前記第１の注目領域をそれぞれ同定する、
　請求項３記載のＸ線診断装置。
【請求項７】
　前記Ｘ線画像上におけるカテーテル又はガイドワイヤの信号部分の位置を特定する第２
特定部をさらに備え、
　前記第１同定部は、前記信号部分の位置と略同一な前記３次元血管画像上の位置を含む
領域を前記第１の注目領域として同定する、
　請求項２記載のＸ線診断装置。
【請求項８】
　任意の時刻に特定された前記信号部分の位置と前記時刻よりも一定期間前に特定された
前記信号部分の位置とに基づいて前記信号部分の移動量を算出する算出部と、
　前記算出された移動量に応じて前記第１の注目領域の大きさを変化させる変化部と、
　をさらに備える請求項７記載のＸ線診断装置。
【請求項９】
　前記表示部は、前記信号部分の位置からの距離に応じて表示の強調度を変化させて前記
第２の投影画像を表示する、請求項７記載のＸ線診断装置。
【請求項１０】
　前記Ｘ線画像上における前記第２の投影画像の位置に基づいて、Ｘ線照射野上において
前記第２の投影画像が占める投影領域を同定する第２同定部をさらに備え、
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　前記撮影部は、前記Ｘ線照射野上の前記投影領域以外の少なくとも一部に照射されるＸ
線の線量が、前記投影領域に照射されるＸ線の線量よりも低くなるように配置されたＸ線
フィルタを有する、
　請求項２記載のＸ線診断装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　Ｘ線で被検体を撮影してＸ線画像のデータを発生する機能と、
　前記発生されたＸ線画像と前記被検体の造影された血管に関する３次元血管画像の第１
の投影画像との少なくとも一方に第１の注目領域を設定する機能と、
　前記Ｘ線画像上におけるカテーテル又はガイドワイヤの信号部分の位置を特定する機能
と、
　前記設定された第１の注目領域に解剖学上略同一な前記３次元血管画像上の第２の注目
領域を同定する機能であって、前記特定された位置に略同一な前記３次元血管画像上の位
置を含む領域を前記第２の注目領域として同定する機能と、
　前記同定された第２の注目領域に関する３次元画像のデータを投影処理して第２の投影
画像のデータを発生する機能と、
　前記発生されたＸ線画像と第２の投影画像とを位置整合して重ねて表示する機能と、
　を実現させるＸ線診断装置の画像処理プログラムであって、
　前記同定する機能は、任意の時刻に特定された前記信号部分の位置と前記時刻よりも一
定期間前に特定された前記信号部分の位置とに基づいて前記信号部分の移動量を算出する
算出し、前記算出された移動量に応じて前記第２の注目領域の大きさを変化させる、
　ことを特徴とするＸ線診断装置の画像処理プログラム。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　Ｘ線で被検体を撮影してＸ線画像のデータを発生する機能と、
　前記発生されたＸ線画像と前記被検体の造影された血管に関する３次元血管画像の第１
の投影画像との少なくとも一方に第１の注目領域を設定する機能と、
　前記設定された第１の注目領域に解剖学上略同一な前記３次元血管画像上の第２の注目
領域を同定する機能であって、前記３次元血管画像に含まれる血管領域の形状に基づいて
前記血管領域に含まれる分岐部分を特定し、前記特定された分岐部分に解剖学上略同一な
前記３次元血管画像上の部分を含む領域を前記第２の注目領域として同定する機能と、
　前記同定された第１の注目領域に関する３次元画像のデータを投影処理して第２の投影
画像のデータを発生する機能と、
　前記発生されたＸ線画像と第２の投影画像とを位置整合して重ねて表示する機能と、
　を実現させるＸ線診断装置の画像処理プログラム
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線透視を行なうＸ線診断装置及びその画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線造影検査やＸ線血管内治療において医師等は、Ｘ線透視下で、カテーテルやガイド
ワイヤを目的部位まで進める。透視画像は、造影剤等で強調しない限り、血管が描出され
ない。そこで、過去に造影剤を流して撮影された画像（血管画像）とライブ画像とを重ね
合わせて表示するロードマップ機能がある。ロードマップは、血管走行を把握できるとい
う長所を有する。しかし、寝台が移動された場合や、ライブ画像の観察方向を変更するた
めにアームを回転する場合、血管画像を発生しなおさなければならない。頻繁な血管画像
の発生しなおしは、検査・治療時間の増加や使用する造影剤の増加を惹起する。その結果
、患者の負担は増加してしまう。
【０００３】
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　近年、３次元の血管情報を利用した３次元ロードマップ機能が開発されている。３次元
ロードマップ機能を利用すれば、寝台が移動されたり、ライブ画像の観察角度が変更され
たりした場合でも、３次元の血管情報を移動、回転することにより、ライブ画像とロード
マップとの位置ずれを補正することができる。そのため、上記の問題点は解決される。し
かし、３次元の血管情報を収集するには、２次元の血管情報を収集する場合に比して多く
の造影剤を使用しなければならない。そのため、３次元ロードマップは、２次元ロードマ
ップよりも広範囲、且つ細かい血管情報を含む。その結果、３次元ロードマップは、大小
様々な血管が複雑に入り混じって雑然としてしまい、注目している血管と注目していない
血管とが重なってしまう。そのため、カテーテル手技における手技効率が非常に悪い。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２０１６０９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、カテーテル手技における手技効率の向上を可能とするＸ線診断装置及
びその画像処理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１局面に係るＸ線診断装置は、Ｘ線で被検体を撮影してＸ線画像のデータを
発生する撮影部と、前記被検体の造影された血管に関する３次元血管画像のデータを記憶
する記憶部と、前記発生されたＸ線画像と前記３次元血管画像の第１の投影画像との少な
くとも一方に第１の注目領域を設定する設定部と、前記Ｘ線画像上におけるカテーテル又
はガイドワイヤの信号部分の位置を特定する特定部と、前記設定された第１の注目領域に
解剖学上略同一な前記３次元血管画像上の第２の注目領域を同定する同定部であって、前
記特定された位置に略同一な前記３次元血管画像上の位置を含む領域を前記第２の注目領
域として同定する同定部と、前記同定された第２の注目領域に関する３次元血管画像のデ
ータを投影処理して第２の投影画像のデータを発生する投影画像処理部と、前記発生され
たＸ線画像と第２の投影画像とを位置整合して重ねて表示する表示部と、を具備し、前記
同定部は、任意の時刻に特定された前記信号部分の位置と前記時刻よりも一定期間前に特
定された前記信号部分の位置とに基づいて前記信号部分の移動量を算出する算出し、前記
算出された移動量に応じて前記第２の注目領域の大きさを変化させる、ことを特徴とする
。
【０００６】
　本発明の第２局面に係るＸ線診断装置は、Ｘ線で被検体を撮影してＸ線画像のデータを
発生する撮影部と、前記被検体の造影された血管に関する３次元血管画像のデータを記憶
する記憶部と、前記発生されたＸ線画像と前記３次元血管画像の第１の投影画像との少な
くとも一方に第１の注目領域を設定する設定部と、前記設定された第１の注目領域に解剖
学上略同一な前記３次元血管画像上の第２の注目領域を同定する同定部であって、前記３
次元血管画像に含まれる血管領域の形状に基づいて前記血管領域に含まれる分岐部分を特
定し、前記特定された分岐部分に解剖学上略同一な前記３次元血管画像上の部分を含む領
域を前記第２の注目領域として同定する第１同定部と、前記同定された第１の注目領域に
関する３次元画像のデータを投影処理して第２の投影画像のデータを発生する投影画像処
理部と、前記発生されたＸ線画像と第２の投影画像とを位置整合して重ねて表示する表示
部と、を具備する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、カテーテル手技における手技効率の向上を可能とするＸ線診断装置及
びその画像処理プログラムを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態に係るＸ線診断装置を説明する。なお以下
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の実施形態では、画像処理プログラムを有するＸ線診断装置として説明するが、Ｘ線診断
装置の一部分を構成する画像処理装置として提供されてもよい。また画像処理をコンピュ
ータに実現させるためのプログラム、さらにはそのプログラムを記憶した記憶媒体として
提供可能である。
【００１１】
（第１実施形態）
　図１は、本実施形態に係るＸ線診断装置１の構成を示す図である。図１に示すようにＸ
線診断装置１は、撮影機構１０と画像処理装置２０とを有する。撮影機構１０は、図２に
示すように、アーム１２を支持する支持部１４を有する。アーム１２は、Ｃ形状を有する
。アーム１２は、Ｘ線管１５と検出器１６とを搭載する。Ｘ線管１５は、高電圧発生装置
（図示せず）から高電圧が印加されることによりＸ線を発生する。検出器１６は、Ｘ線管
１５から発生され被検体を透過するＸ線を検出する。検出器１６は、マトリクス状に配置
された複数の半導体検出素子を有するフラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）で構成される
。なおＦＰＤに代えて、検出器１６は、イメージインテンシファイアとＴＶカメラとの組
み合わせから構成されてもよい。
【００１２】
　アーム１２は、被検体に対する撮影角度を自由に変更できるように、ＸＹＺ直交３軸各
々に関して矢印Ａ，Ｂ，Ｃに回転可能に支持部１４によって支持される。典型的には、撮
影角度は、ＸＹＺ直交３軸に対する撮影軸の交差角として定義される。撮影軸は、Ｘ線管
１５のＸ線焦点から検出器１６の検出面中心を通る直線として定義される。典型的には、
Ｚ軸は、被検体の体軸に略一致するものとして定義される。そして、Ｚ軸に対して撮影軸
に一致するＹ軸とＸ軸とは、アイソセンタ（撮影不動点）で交差する。アームには、駆動
部１８が接続される。駆動部１８は、制御部５０からの制御信号に応じた駆動信号をアー
ム１２に供給し、アーム１２を駆動信号に応じた撮影角度に移動する。
【００１３】
　画像処理装置２０は、Ａ／Ｄ変換部２２、インタフェース部２４、３次元画像メモリ２
６、２次元画像メモリ２８、フィルタリング部３０、アフィン変換部３２、ＬＵＴ部３４
、位置ずれ計算部３６、３次元画像処理部３８、領域同定部４０、領域抽出部４２、画像
合成部４４、Ｄ／Ａ変換部４６、表示部４８、入力装置５０、及び制御部５２を有する。
【００１４】
　Ａ／Ｄ変換部２２は、検出器１５に接続される。Ａ／Ｄ変換部２２は、検出器１５から
出力される画像信号をデジタル化し、Ｘ線画像のデータを得る。
【００１５】
　インタフェース部２４は、ＬＡＮ（Local Area Network）に接続される。ＬＡＮには、
Ｘ線コンピュータ断層撮影装置、磁気共鳴イメージング装置、或いはＳＰＥＣＴ（Single
 Photon Emission Computed Tomography）等のモダリティ１００や、ＰＡＣＳ（Picture 
Archiving and Communication Service）サーバ２００等が接続されている。インタフェ
ース部２４は、ＬＡＮに接続されたこれら装置と通信する。インタフェース部２４は、Ｘ
線コンピュータ断層撮影装置や、磁気共鳴イメージング装置、ＳＰＥＣＴ等のモダリティ
１００、ＰＡＣＳサーバ２００から３次元画像のデータをロードする。３次元画像のデー
タは、ボリュームデータとして扱う。例えば、３次元画像のサイズ（マトリクスサイズ）
は、５１２×５１２×５１２である。
【００１６】
　３次元画像メモリ２６は、インタフェース部２４によりロードされた様々な３次元画像
のデータを記憶する。３次元画像は、例えば、Ｘ線診断装置により発生され、造影剤によ
り血管が強調された３次元ＤＡ（デジタルアンギオ）画像である。他の３次元画像は、抽
出された血管領域に関する３次元ＤＳＡ（デジタルサブトラクションアンギオ）画像であ
る。さらに他の３次元画像は、ＣＴＡ（ＣＴアンギオ）画像やＭＲＡ（ＭＲアンギオ）画
像がある。
【００１７】
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　２次元画像メモリ２８は、撮影機構１０で発生されたライブ画像のデータや高周波強調
等のフィルタリング処理されたライブ画像等のデータ、アフィン変換されたライブ画像等
のデータ、投影処理して発生された投影画像のデータ、ＭＰＲ処理して発生されたＭＰＲ
画像のデータを記憶する。
【００１８】
　フィルタリング部３０は、ライブ画像や投影画像等に高周波強調フィルタリングを行な
う。アフィン変換部３２は、ライブ画像や投影画像を画像拡大や移動するためにアフィン
変換を行なう。ＬＵＴ（ルック・アップ・テーブル）部３４は、ライブ画像や投影画像に
階調変換を行なう。
【００１９】
　位置ずれ計算部３６は、ロードマップ開始時点において撮影機構１０で発生されたライ
ブ画像と、ロードマップ開始時点におけるアーム１２の撮影角度に対応する投影角度で投
影処理されたことにより発生された投影画像との解剖学的な位置ずれ量を計算する。
【００２０】
　３次元画像処理部３８は、造影剤により血管が強調された３次元画像のデータを投影処
理し、血管が強調された投影画像（血管画像）のデータを発生する。投影処理は、最大値
投影処理、最小値投影処理、平均値投影処理等の画素値投影処理だけでなく、ボリューム
レンダリング処理やサーフェスレンダリング処理等を含むとする。また、３次元画像処理
部３８は、撮影角度と計算された位置ずれ量とにより決定される観察角度（投影角度）に
従って、３次元画像のデータを投影処理し、ライブ画像との位置ずれが補正された血管画
像のデータを発生する。また、３次元画像処理部３８は、任意の観察角度に関する血管画
像やＭＰＲ画像のデータを発生する。
【００２１】
　領域同定部４０は、血管画像やＭＰＲ画像上に入力装置５０（後述）を介して指定され
た注目領域と解剖学上略同一な３次元画像上での注目領域を同定する。領域抽出部４２は
、同定された注目領域を３次元画像から抽出することによって、抽出された注目領域に関
する３次元画像のデータを発生する。また、領域抽出部４２は、必要に応じて３次元画像
（３次元ＤＡ画像やＣＴＡ画像、ＭＲＡ画像等）から血管領域を抽出する。
【００２２】
　画像合成部４４は、ライブ画像と血管画像とを合成して合成画像のデータを発生する。
Ｄ／Ａ変換部４６は、表示部４８に接続される。Ｄ／Ａ変換部４６は、ライブ画像のデー
タや血管画像のデータに対してフィルタ処理、アフィン変換処理、階調変換されることに
よって生成される画像のデータをアナログ化して、表示部４８を駆動させるために画像信
号を得る。表示部４８は、例えばＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）等の表示デバイスを含む。
表示部４８は、Ｄ／Ａ変換部４６から出力される画像信号が表す画像を、ＣＲＴ等の表示
デバイスに表示する。
【００２３】
　入力装置５０は、キーボードやマウス等の既知の入力デバイスを有する。入力装置５０
は、ユーザからの種々の指示を入力する。具体的には、入力装置５０は、注目領域の位置
を投影画像やＭＰＲ画像上で指定したり、注目領域の形状を決定したりする。
【００２４】
　制御部５２は、Ｘ線画像の撮影（透視）のようなＸ線診断装置１が一般的に備える各種
の動作を実現するように各部を制御する。
【００２５】
　次に、制御部５２の制御のもとに行われる注目領域の表示処理の処理手順を、例えば、
カテーテル術の状況のもとで説明する。なお、以下の説明を具体的に行なうために、投影
処理は、ボリュームレンダリング処理であるとする。
【００２６】
　まず、ライブ画像収集前において、ユーザ（医師や技師）により３次元ロードマップボ
タンが押されると、制御部５２は、ライブ画像に重ね合わせる画像を選択するための画面
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を表示部４８に表示する。ユーザは、入力装置５０を介して画面上で、重ね合わせる画像
を選択する。重ね合わせる画像は、３次元ＤＳＡ画像、３次元ＤＡ画像、ＣＴＡ画像、Ｍ
ＲＡ画像等がある。選択された３次元画像は、３次元画像メモリ２６から読み出され、領
域同定部４０に送信される。３次元ＤＡ画像や、ＣＴＡ画像、ＭＲＡ画像が選択された場
合、これら３次元画像のデータは、領域同定部４０に送信される前に領域抽出部４２に送
信され、閾値処理やリージョングローイング処理等の既存の処理により当該３次元画像か
ら血管領域が抽出される。以下、抽出された血管領域に関する３次元画像や３次元ＤＳＡ
画像をまとめて、３次元血管画像と呼ぶことにする。
【００２７】
　領域同定部４０は、血管画像やＭＰＲ画像上に入力装置５０（マウス）を介して指定さ
れた注目領域と解剖学上略同一な３次元血管画像上での注目領域を同定する。以下に注目
領域の同定処理の一例を示す。
【００２８】
　図３は、注目領域の同定処理における初期画面の一例を示す図である。例えば、領域同
定部４０に３次元血管画像のデータが送信されることを契機として、表示部４８は図３に
示す初期画面を表示する。初期画面には、血管画像やＭＰＲ画像のための表示領域ＲＡ、
注目領域の形状の候補を示すＧＵＩ（Graphical User Interface）のための表示領域ＲＢ
、決定ボタンＢＡ、及びセーブボタンＢＢが表示される。以下説明の簡単のため、表示領
域ＲＢには、血管画像ＫＩが表示されているとする。ユーザは、入力装置５０を介して、
表示領域ＲＢに表示されている注目領域の複数の形状パターンを示す図形の中から所望の
一つを選択する。形状パターンとしては、球ＲＢ１や楕円体ＲＢ２、円筒ＲＢ３、六面体
等の立体図形がある。六面体としては、立方体ＲＢ４、直方体ＲＢ５等がある。次にユー
ザは、入力装置５０を介して、表示領域ＲＡに表示されている血管画像ＫＩ上で注目領域
の中心点を指定する。中心点は、カテーテルやガイドワイヤを進める上で血管の走行方向
が確認しづらい点、例えば、血管の分岐点に指定される。次に表示部４８は、選択された
図形を、その中心を指定された中心点に一致させて血管画像ＫＩに重ねて表示する。見か
け上、球ＲＢ１は円で、楕円体ＲＢ２は楕円で、円筒ＲＢ３、立方体ＲＢ４、及び直方体
ＲＢ５は四角形で、血管画像ＫＩ上にそれぞれ設定される。以下、説明を具体的にするた
め、選択された注目領域の形状は、球であるとする。
【００２９】
　図４は、血管画像ＫＩ上に重ねて表示された球形状を有する図形ＴＲを示す図である。
図４に示すように、中心点ＣＰは、血管の分岐点に指定されている。図形ＴＲの中心は、
中心点ＣＰと一致している。ユーザは、入力装置５０を介して、図形ＴＲを所望の大きさ
に拡大或いは縮小させ、図形ＴＲの大きさを調整する。また、入力装置５０を介して図形
ＴＲを移動させてもよい。図形ＴＲの位置と大きさとが調整されると、ユーザは、例えば
入力装置５０を介して画面上の決定ボタンＢＡを押す。決定ボタンＢＡが押されることを
契機として（又はマウスに設けられたボタンがダブルクリック等されることを契機として
）、領域同定部４０は、表示されている大きさと位置とを有する図形ＴＲを注目領域に決
定する。なお表示部４８は、注目領域指定中（図形ＴＲの大きさや位置の指定中）、若し
くは注目領域決定後において、注目領域をそれ以外の領域と区別して表示する。区別の方
法は、色等で区別しても良いし輝度や明度で区別しても良い。
【００３０】
　なお、上記の注目領域の決定処理は、複数の候補の中から図形を選択する処理を有する
が、予め決められた図形を利用することで、図形を選択する処理を省いてもよい。
【００３１】
　また、上記の決定処理は、一つの図形により注目領域を決定しているが、複数の図形の
和領域により注目領域を決定してもよい。この場合、例えば入力装置５０等に設けられた
又は画面に表示された次領域ボタン（図３に図示せず）が押されることを契機として、制
御部５２は、別の図形が選択可能な状態に設定する。最後の図形の位置及び大きさの調整
が終了して決定ボタンＢＡが押されると、領域同定部４０は、指定された複数の図形の和
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領域を注目領域に決定する。複数の図形が表示される場合、複数の図形を図形ごとに色を
変えて表示するとよい。このように図形ごとに色を変えて表示することにより、各図形が
占める領域を個別に視認できる。
【００３２】
　血管画像上で注目領域が決定されると、領域同定部４０は、３次元血管画像上における
注目領域を同定する。具体的には、以下のように行なわれる。まず、領域同定部４０は、
血管画像の表示面（ボリュームレンダリング処理における投影面）上の上記中心点を通る
、ボリュームレンダリング処理における投影軌跡（レイ）を算出する。算出される投影軌
跡は、表示されている（注目領域の指定が行なわれた）血管画像に対して行なわれたボリ
ュームレンダリング処理における投影軌跡である。次に、領域同定部４０は、３次元血管
画像において、算出した投影軌跡を通り、血管領域が有するボクセル値以上のボクセル値
を有するボクセルを特定する。次に、領域同定部４０は、特定したボクセルを中心とし、
上記方法により決定された図形を３次元血管画像内に設定する。領域同定部４０は、設定
された図形が占める領域を３次元画像上の注目領域に同定する。
【００３３】
　ユーザにより入力装置５０を介して図３に示すセーブボタンが押されることを契機とし
て、同定された注目領域に関する情報は、３次元画像メモリ２６に３次元ロードマップ情
報として記憶される。３次元ロードマップ情報は、３次元血管画像のデータや、血管抽出
処理の履歴に関する情報、３次元血管画像内での注目領域の位置に関する情報を含む。ロ
ードマップ情報は、一意に特定可能な識別番号と関連付けて記憶される。
【００３４】
　ライブ画像の収集が始まり、３次元ロードマップが必要になった時、ユーザは、入力装
置５０に設けられた、又は、画面上に表示された３次元ロードマップボタンを押す。制御
部５２は、３次元ロードマップボタンが押されたことを契機として、３次元ロードマップ
情報を選択するための画面を表示部４８に表示する。ユーザは、入力装置５０を介して画
面上で３次元ロードマップ情報を選択する。選択された３次元ロードマップ情報は、３次
元画像メモリ２６から読み出され、領域抽出部４２に送信される。領域抽出部４２は、３
次元ロードマップ情報の注目領域に関する情報に基づいて、３次元血管画像に含まれる注
目領域以外の領域のボクセル値をゼロ値に置き換える。この処理により、抽出された注目
領域のみに関する３次元画像（以下、３次元注目領域画像と呼ぶことにする）のデータが
発生される。発生された３次元注目領域画像のデータは、３次元画像処理部３８に送信さ
れる。
【００３５】
　３次元画像処理部３８は、受信した３次元注目領域画像をボリュームレンダリング処理
し、同定された注目領域に関する血管画像（以下、注目血管画像と呼ぶ）のデータを発生
する。このボリュームレンダリング処理は、位置ずれ計算部３６により計算された位置ず
れ量に従って行なわれる。従って発生される注目血管画像は、ライブ画像と位置整合して
いる。発生された注目血管画像は、画像合成部４４でライブ画像と合成され、表示部４８
に所望のレイアウトで表示される。
【００３６】
　図５は、注目血管画像（合成画像）ＧＩとライブ画像ＬＩとの表示例を示す図である。
図５に示すように、表示画面には、リアルタイムに表示されるライブ画像ＬＩの表示領域
ＲＣ、ライブ画像ＬＩと注目血管画像との合成画像ＧＩの表示領域ＲＤを有する。合成画
像ＧＩには、注目血管画像に由来する血管像ＴＺ、ライブ画像ＬＩに由来するカテーテル
像やガイドワイヤ像ＫＺ、ライブ画像ＬＩに由来する被検体像ＨＺ等が含まれる。なお、
合成画像ＧＩをライブ画像ＬＩと同じスケールで表示させてもよいが、図５に示すように
拡大して表示させてもよい。
【００３７】
　上記構成によれば、第１実施形態に係るＸ線診断装置は、ライブ画像の収集前に予め指
定されたカテーテル像やガイドワイヤ像を進める上で困難な注目領域に限って血管画像を
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表示する。注目領域に限って血管画像を表示することで、実施中のカテーテル術に不必要
な血管像が表示されなくなる。かくして第１実施形態によれば、カテーテル手技における
手技効率の向上を可能とするＸ線診断装置及びその画像処理プログラムを提供することが
可能となる。
【００３８】
（第２実施形態）
　第２実施形態に係るＸ線診断装置は、複数の注目領域に関する複数の注目血管画像を順
次表示する。以下、第２実施形態に係るＸ線診断装置について説明する。なお以下の説明
において、第１実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、
重複説明は必要な場合にのみ行なう。
【００３９】
　領域同定部４０は、血管画像上に入力装置５０を介して指定された複数の注目領域にそ
れぞれ対応する３次元画像上での複数の注目領域を同定する。領域抽出部４２は、同定さ
れた複数の注目領域を３次元血管画像からそれぞれ抽出し、複数の３次元注目領域画像の
データを発生する。３次元画像処理部３８は、発生された複数の３次元注目領域画像のデ
ータに基づいて複数の注目血管画像のデータを発生する。表示部４８は、発生された複数
の注目血管画像を個別に表示する。
【００４０】
　以下、制御部５２の制御のもとに行われる第２実施形態に係る注目領域の表示処理の処
理手順を、例えば、カテーテル術の状況のもとで説明する。
【００４１】
　図６は、第２実施形態に係る注目領域の同定処理における初期画面の一例を示す図であ
る。表示部４８は、領域同定部４０に３次元血管画像のデータが送信されることを契機と
して、図６に示す初期画面を表示する。初期画面には、例えば、表示領域ＲＡ、表示領域
ＲＢ、決定ボタンＢＡ、セーブボタンＢＢ、複数領域ボタンＢＣ、及び次領域ボタンＢＤ
が表示される。まずユーザは、複数領域ボタンＢＣを押す。複数領域ボタンＢＣが押され
たことを契機として制御部５２は、複数の注目領域を設定可能な状態に設定する。
【００４２】
　そしてユーザは、マウス５０を介して、表示領域Ｔ２に表示されている注目領域の複数
の形状パターンを示す図形の中から所望の一番目の図形を選択する。次にユーザは、入力
装置５０を介して、表示領域ＲＡに表示されている血管画像上で一番目の注目領域の中心
点を指定する。次に表示部４８は、指定された中心点と選択された一番目の図形の中心と
を一致させて血管画像に重ねて表示する。入力装置５０を介して図形の位置や大きさが調
整されると、ユーザは、例えば入力装置５０を介して画面上の次領域ボタンＢＤを押す。
次領域ボタンＢＤが押されることを契機として、領域同定部４０は、調整後の一番目の図
形を一番目の注目領域に決定する。そしてユーザは、入力装置５０を介して一番目と同様
に２番目の注目領域、３番目の注目領域、…、そして最後の注目領域を決定する。最後の
注目領域は、決定ボタンＢＡが押されることにより決定される。なお、注目領域の決定中
、表示部４８は、図７に示すように注目領域ＴＲ１，ＴＲ２，ＴＲ３をそれぞれ区別して
表示する。具体的には、色や輝度、明度等で区別すると良い。
【００４３】
　血管画像上で複数の注目領域が決定されると、領域同定部４０は、第１実施形態と同様
の処理により、３次元血管画像上における複数の注目領域を同定する。複数の注目領域が
同定され、ユーザにより入力装置５０を介して図６に示すセーブボタンＢＢが押されるこ
とを契機として、同定された複数の注目領域に関する情報は、３次元画像メモリ２６に３
次元ロードマップ情報として記憶される。３次元ロードマップ情報は、複数の３次元血管
画像のデータや、血管抽出処理の履歴に関する情報、同定した複数の注目領域に関する情
報を含む。複数の注目領域に関する情報は、各注目領域に関する情報に、各注目領域を一
意に特定可能な識別番号が関連付けて記憶される。
【００４４】
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　ライブ画像の収集が始まり、３次元ロードマップが必要になった時、ユーザは、入力装
置５０を介して画面上で３次元ロードマップ情報を選択する。選択された３次元ロードマ
ップ情報は、３次元画像メモリ２６から読み出され、領域抽出部４２に送信される。
【００４５】
　また、ユーザは入力装置５０を介して、複数の注目領域の中から表示させたい注目領域
を一つ選択する。領域抽出部４２は、選択された注目領域に関する情報に基づいて、選択
された注目領域に関する３次元注目領域画像のデータを発生する。３次元画像処理部３８
、発生された３次元注目領域画像をボリュームレンダリング処理し、注目血管画像のデー
タを発生する。発生された注目血管画像は、画像合成部４４でライブ画像と合成され、表
示部４８に所望のレイアウトで表示される。
【００４６】
　ユーザは、他の注目領域に関する注目血管画像を観察したい場合、入力装置５０を介し
て他の注目領域を選択する。当該他の注目領域を選択すると、上記処理と同様の処理を経
て当該他の注目領域に関する注目血管画像が表示部４８に表示される。
【００４７】
　上記構成によれば、第２実施形態に係るＸ線診断装置は、一つの３次元注目領域画像の
データに属する複数の注目血管画像のデータを、カテーテルやガイドワイヤの進捗状況に
応じて個別に表示することが可能である。従って、注目領域が複数ある場合にも、カテー
テルやガイドワイヤの進捗状況に応じた注目領域に限定して血管画像を表示することがで
きる。かくして第２実施形態によれば、カテーテル手技における手技効率の向上を可能と
するＸ線診断装置及びその画像処理プログラムを提供することが可能となる。
【００４８】
（第３実施形態）
　第３実施形態に係るＸ線診断装置は、入力装置５０を介して血管画像上で指定された２
点間にある血管領域と解剖学上略同一な３次元血管画像の領域を注目領域とする。以下、
第３実施形態に係るＸ線診断装置について説明する。なお以下の説明において、第１，第
２実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必
要な場合にのみ行なう。
【００４９】
　ユーザは、入力装置５０を介して血管画像上に注目する血管領域の始点と終点とを指定
する。領域同定部４０は、血管画像上で指定された始点と終点とに解剖学上略同一な３次
元血管画像上での始点と終点との位置を同定する。具体的には、以下のように同定処理が
行なわれる。まず、領域同定部４０は、血管画像の表示面（ボリュームレンダリング処理
における投影面）上の始点を通る、ボリュームレンダリング処理における投影軌跡（レイ
）を算出する。算出される投影軌跡は、表示されている（注目領域の指定が行なわれた）
血管画像に対して行なわれたボリュームレンダリング処理における投影軌跡である。次に
、領域同定部４０は、３次元血管画像において、算出した投影軌跡を通り、血管領域が有
するボクセル値以上のボクセル値を有するボクセルを始点として同定する。終点も同様の
方法で同定される。
【００５０】
　始点と終点とが同定されると、領域同定部４０は、始点と終点との間に含まれる血管領
域をトラッキング処理することにより、始点と終点との間に含まれる血管領域を特定する
。トラッキング処理は、３次元ワークステーションにおいて公知の技術である。領域同定
部４０は、特定された血管領域を注目領域に決定する。なお、ユーザにより入力装置５０
を介して、注目領域の範囲を調整可能にしてもよい。
【００５１】
　領域抽出部４２は、決定された注目領域に含まれる血管領域以外のボクセル値をゼロ値
に置き換えることにより、３次元注目領域血管画像のデータを発生する。３次元画像処理
部３８は、発生された３次元注目血管画像のデータをボリュームレンダリング処理し、注
目血管画像のデータを発生する。発生された注目血管画像のデータは、合成処理部４４で
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ライブ画像と合成され、表示部４８に表示される。
【００５２】
　なお上記処理では、特定された血管領域を注目領域としたが第３実施形態はこれに限定
されない。例えば、特定された血管領域から一定範囲に含まれる分岐血管領域も注目領域
に含めても良い。以下、分岐血管領域を含む注目領域の決定処理について説明する。
【００５３】
　まず、領域同定部４０は、３次元血管画像上で同定された血管領域を細線化し、入力装
置５０により指定された始点から終点へ向けて細線をトラッキング処理する。トラッキン
グ処理の過程で細線が２以上に分岐する点が特定されると、領域同定部４０は、特定され
た点を分岐部分とする。次に領域同定部４０は、特定された分岐部分から分岐する細線そ
れぞれについて、分岐部分から一定範囲だけトラッキング処理する。そして領域同定部４
０は、トラッキング結果に基づいて一定範囲内の分岐血管領域を特定し、特定した血管領
域と分岐血管領域とを含む領域を注目領域に決定する。この方法によれば、注目領域の範
囲の調整が不要となる。
【００５４】
　上記構成によれば、第３実施形態に係るＸ線診断装置は、入力装置５０を介して指定し
た二点間にある血管領域（又はその分岐血管領域）を注目領域とする。従って、第１及び
第２実施形態に比して無駄な血管領域を削減することが可能となる。かくして第３実施形
態によれば、カテーテル手技における手技効率の向上を可能とするＸ線診断装置及びその
画像処理プログラムを提供することが可能となる。
【００５５】
（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態に係るＸ線診断装置は、ライブ画像上に含まれるカテーテルやガ
イドワイヤの信号部分を特定し、特定した信号部分を含む領域を注目領域とする。ここで
信号部分は、カテーテルやガイドワイヤの先端、またはカテーテルやガイドワイヤに付属
するマーカ、さらにカテーテルやガイドワイヤに付けられた発信器などを示す。以下、第
４実施形態に係るＸ線診断装置について説明する。なお以下の説明において、第１，第２
，第３実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明
は必要な場合にのみ行なう。
【００５６】
　領域同定部４０は、ライブ画像に含まれるカテーテルやガイドワイヤの信号部分を特定
し、特定した信号部分と解剖学上略同一な３次元血管画像の部分を同定する。領域同定部
４０は、同定された部分から一定範囲内を注目領域とする。領域抽出部４２は、同定され
た注目領域を３次元画像から抽出し、３次元注目領域画像のデータを発生する。３次元画
像処理部３８は、発生された３次元注目領域画像のデータに基づいて注目血管画像のデー
タを発生する。表示部は、発生された注目血管画像を表示する。
【００５７】
　以下、制御部５２の制御のもとに行われる第４実施形態に係る注目領域の表示処理の処
理手順を、例えば、カテーテル術の状況のもとで説明する。
【００５８】
　Ｘ線透視によりライブ画像が収集されると、制御部５２は、収集したライブ画像のデー
タを領域同定部４０に送信する。ライブ画像のデータを受信すると領域同定部４０は、カ
テーテルやガイドワイヤの信号部分の同定処理を行なう。以下、信号部分の同定処理につ
いて説明する。
【００５９】
　まず領域同定部４０は、ライブ画像上に含まれるカテーテルやガイドワイヤの信号部分
を既存の画像処理により特定する。具体的には、最新のライブ画像と直前のライブ画像と
を差分し、ノイズを除去することにより最新のライブ画像上に含まれるカテーテルやガイ
ドワイヤの信号部分を特定する。なお、信号部分の特定方法は、この方法のみに限定され
ない。例えば、カテーテルやガイドワイヤの先端にマーカが取り付けられている場合、マ
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ーカに特異な形状に基づいて信号部分を特定してもよい。
【００６０】
　ライブ画像上でカテーテルやガイドワイヤの信号部分が特定されると、領域同定部４０
は、ライブ画像と血管画像との位置合わせ情報に基づいて、特定された信号部分の位置座
標を、ライブ画像の観察角度と同じ観察角度に関する血管画像の位置座標に変換する。次
に領域同定部４０は、変換後の位置座標を通る、当該血管画像を発生するためのボリュー
ムレンダリング処理における投影軌跡を計算する。領域同定部４０は、計算された投影軌
跡を通り、血管領域が有するボクセル値以上のボクセル値を有する血管領域の部分を３次
元血管画像上で特定する。領域同定部４０は、特定された部分から一定範囲内を注目領域
に同定する。
【００６１】
　注目領域が同定されると領域抽出部４２は、当該注目領域を３次元画像から抽出し、３
次元注目領域画像のデータを発生する。３次元画像処理部３８は、発生された３次元注目
領域画像のデータに基づいて注目血管画像のデータを発生する。表示部４８は、発生され
た注目血管画像を表示する。
【００６２】
　なお、注目領域は同定された部分から一定範囲内であるとしたが、第４実施形態はこれ
に拘泥されない。例えば、注目領域の大きさを、単位時間におけるカテーテルやガイドワ
イヤの移動量（速度）に応じて変化させてもよい。以下に、移動量の計算方法の一例を説
明する。
【００６３】
　領域同定部４０は、上記の信号部分の同定処理と同様の方法により、時刻ｔにおける３
次元血管画像上の信号部分の位置と、時刻ｔ＋Δｔにおける３次元血管画像上の信号部分
の位置とを特定する。時刻ｔは、時刻ｔ＋Δｔよりも一定期間前の時刻を表す。時間差Δ
ｔは、任意に設定可能である。そして領域同定部４０は、特定された時刻ｔにおける位置
と時刻ｔ＋Δｔにおける位置との間の直線距離、又は、血管領域に沿った距離（道のり）
を移動量として計算する。前者の移動量は、後者の移動量に比して計算時間が短く済む。
また、後者は、前者に比して実際に移動させた距離に近い移動量である。典型的には領域
同定部４０は、ある基準時刻に同定された信号部分の位置と、基準時刻の直前に同定され
た信号部分の位置とに基づいて移動量を計算する。
【００６４】
　領域同定部４０は、上記方法により計算された移動量に基づいて注目領域の大きさを決
定する。図８は、注目領域の大きさ（半径）Ｒと移動量Ｌとの関係を示すグラフである。
なお、注目領域の中心は、同定されたカテーテルやガイドワイヤの信号部分の中心に一致
するものとする。図８に示すように、注目領域の大きさＲは、移動量Ｍが所定の移動量Ｍ
ａを超えるまでは、所定の大きさＲａに設定される。所定の大きさＲａと所定の移動量Ｍ
ａは、例えば入力装置５０を介して任意に設定可能である。移動量Ｍが所定の移動量Ｍａ
を超えると、注目領域の大きさＲは、移動量Ｍの値に応じて徐々に大きく設定される。移
動量Ｍが少ない時は、例えばカテーテルやガイドワイヤが血管の分岐部分に到達し、血管
を進めるのが困難な時であると想定される。このような場面では、ユーザは、狭い範囲（
分岐部分）を注視したい。そのため、移動量Ｍが少ない場合、注目領域の大きさは、小さ
く設定される。一方移動量Ｍが多い時は、カテーテルやガイドワイヤを容易に進められる
時であると想定される。このような場面では、ユーザは、広い範囲を観察したい。そのた
め、移動量Ｍが多い場合、注目領域の大きさは、大きく設定される。
【００６５】
　また、同定された位置からの距離に応じて表示の強調度を変化させて表示してもよい。
図９は、強調度Ｈと距離Ｌとの関係を示すグラフである。図９に示すように、強調度Ｈは
、同定された位置からの距離Ｌが所定の距離Ｌａを超えるまでは、所定の強調度Ｈａに設
定される。所定の距離Ｌａと所定の強調度Ｈａとは、例えば入力装置５０を介して任意に
設定可能である。典型的には、所定の強調度Ｈａは、通常の強調度である。距離Ｌが所定
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の距離Ｌａを超えると、強調度Ｈは、距離Ｌの値に応じて徐々に小さく設定される。この
ように、強調度Ｈを距離Ｌに応じて低下させることで、血管が中心点から離れるにつれフ
ェードアウトするように表示することができる。そのため、血管が途切れたような表示は
なくなり違和感が減る。距離応じて表示の強調度を変化させて表示する方法は、第１，第
２，及び第３実施形態での注目血管画像の表示にも適用可能である。この場合、例えば注
目領域の中心点からの距離に応じて表示の強調度を変化させるとよい。
【００６６】
　上記構成により、第４実施形態に係るＸ線診断装置は、ライブ画像上に含まれるカテー
テルやガイドワイヤの信号部分を自動的に認識し、認識した信号部分を含む領域を注目領
域とする。従って第１，第２，及び第３実施形態のように、ライブ画像収集前に予め注目
領域を指定する作業が不要になる。かくして第４実施形態によれば、カテーテル手技にお
ける手技効率の向上を可能とするＸ線診断装置及びその画像処理プログラムを提供するこ
とが可能となる。
【００６７】
　なお、カテーテルやガイドワイヤの信号部分は、領域同定部４０により自動的に認識さ
れるとした。しかしながらこれに限定する必要はなく、カテーテルやガイドワイヤの信号
部分は、ユーザにより入力装置５０を介して指定されるとしてもよい。
【００６８】
（第５実施形態）
　第５実施形態に係るＸ線診断装置は、Ｘ線フィルタを介して、第１，第２，第３，第４
実施形態にて同定された注目領域の範囲に応じてＸ線強度分布を変化させる。以下、第５
実施形態に係るＸ線診断装置を説明する。なお以下の説明において第１，第２，第３，第
４実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必
要な場合にのみ行なう。
【００６９】
　第５実施形態に係る領域同定部４０は、ライブ画像上における注目血管画像の位置に基
づいて、Ｘ線照射野上で注目領域が占める領域（投影領域）を同定する。Ｘ線照射野は、
例えば、検出器１６の検出面上に規定される。
【００７０】
　図１０は、同定された投影領域ＴＲとＸ線照射野ＳＲとの関係を示す図である。図１０
に示すように、投影領域ＴＲは、Ｘ線照射野ＳＲに含まれる。投影領域ＴＲに外接する領
域ＧＲを設定する。この領域ＧＲを、Ｘ線照射野ＳＲ上の関心領域ＧＲと呼ぶことにする
。また、Ｘ線照射野ＳＲに含まれ、関心領域ＧＲに含まれない領域ＮＲを、無関心領域Ｎ
Ｒと呼ぶことにする。ユーザは、Ｘ線画像上での関心領域ＧＲに相当する領域に関心があ
り、無関心領域ＮＲに相当する領域に関心がない。従って、無関心領域ＮＲに照射される
Ｘ線の線量を、関心領域ＧＲに照射されるＸ線の線量に比して減弱させるとよい。そのた
め、無関心領域ＮＲの全領域又はその一部分に照射されるＸ線の線量が関心領域ＧＲに照
射されるＸ線の線量に比して減弱するように、ガントリ１０に配置される。より詳細には
、このＸ線フィルタは、Ｘ線管１５と被検体との間に、自動的に又は人手を介して挿入さ
れる。なお、図１０において、関心領域ＧＲの形状は、丸形状であるが、これに限定する
必要はない。領域同定部４０は、関心領域ＧＲの形状を、様々な形状に設定することがで
きる。丸以外の関心領域ＧＲの形状としては、例えば、楕円、四角形等がある。
【００７１】
　Ｘ線フィルタを配置すると、発生されるＸ線画像上の減弱部分の画素値は、減弱部分以
外の画素値に比して低くい。そのため、減弱部分におけるＸ線の減弱量に基づいて、この
画素値の相違を補正する。減弱量は、例えば、減弱部分におけるフィルタ挿入後の画素値
と挿入前の画素値との差分により計算される。
【００７２】
　次に、第４実施形態において領域同定部４０により特定されたカテーテルやガイドワイ
ヤの信号部分に基づいて、関心領域ＧＲを同定する方法について説明する。



(14) JP 5259283 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

【００７３】
　領域同定部４０は、第４実施形態と同様の方法により、ライブ画像上に含まれるカテー
テルやガイドワイヤの信号部分を自動的に特定する。なお、カテーテルやガイドワイヤの
信号部分は、ユーザにより入力装置５０を介して、表示されているライブ画像上で指定さ
れてもよい。
【００７４】
　領域同定部４０は、特定された信号部分に基づいてＸ線照射上の関心領域を同定する。
同定される関心領域の中心は、カテーテルやガイドワイヤの信号部分に含まれる。この関
心領域の形状は、例えば、丸形状や楕円形状、四角形状等がある。
【００７５】
　Ｘ線照射上の関心領域が同定されると、無関心領域の全領域又はその一部分に照射され
るＸ線の線量が関心領域に照射されるＸ線の線量に比して減弱するように、Ｘ線フィルタ
がガントリ１０に配置される。より詳細には、このＸ線フィルタは、Ｘ線管１５と被検体
との間に自動的又は人手を介して配置される。
【００７６】
　上記構成により、第５実施形態に係るＸ線診断装置は、Ｘ線照射野上における注目領域
を同定し、同定された注目領域におけるＸ線量に比して注目領域以外の領域におけるＸ線
量が減弱するようなＸ線フィルタをＸ線管１５と被検体との間に設ける。従って、注目領
域以外の領域への被爆量を低減することが可能となる。また、Ｘ線フィルタ挿入後に収集
されたＸ線画像の減弱部分の輝度レベルを減弱量に基づいて補正することで、挿入後にお
けるＸ線画像の劣化を防止することも可能である。かくして第５実施形態によれば、カテ
ーテル手技における手技効率の向上を可能とするＸ線診断装置及びその画像処理プログラ
ムを提供することが可能となる。
【００７７】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１，第２，第３，第４，第５実施形態に係るＸ線診断装置の構成を示
す図。
【図２】図１の撮影機構の斜視図。
【図３】図１の表示部に表示される、第１実施形態に係る注目領域の同定処理における初
期画面の一例を示す図。
【図４】図１の表示部に表示される、血管画像上に重ねて表示された注目領域（球形状を
有する図形）を示す図。
【図５】図１の表示部に表示される、注目血管画像（合成画像）とライブ画像との表示例
を示す図である。
【図６】図１の表示部に表示される、第２実施形態に係る注目領域の同定処理における初
期画面の一例を示す図。
【図７】図１の表示部に表示される、血管画像上に表示される注目領域ＴＲ１，ＴＲ２，
ＴＲ３を示す図。
【図８】図１の領域同定部により決定される注目領域の大きさ（半径）Ｒとカテーテルの
移動量Ｌとの関係を示す図。
【図９】図１の表示部により表示される注目血管画像の表示の強調度Ｈと距離Ｌとの関係
を示す図。
【図１０】本発明の第５実施形態に係る領域同定部により同定される投影領域とＸ線照射
野とを示す図。
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【符号の説明】
【００７９】
　１…Ｘ線診断装置、１０…撮影機構、１２…アーム、１５…Ｘ線管、１６…検出器、１
８…駆動部、２０…画像処理装置、２２…Ａ／Ｄ変換部、２４…インタフェース部、２６
…３次元画像メモリ、２８…２次元画像メモリ、３０…フィルタリング部、３２…アフィ
ン変換部、３４…ＬＵＴ部、３６…位置ずれ計算部、３８…３次元画像処理部、４０…領
域同定部、４２…領域抽出部、４４…画像合成部、４６…Ｄ／Ａ変換部、４８…表示部、
５０…入力装置、５２…制御部、１００…モダリティ、２００…ＰＡＣＳサーバ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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【図１０】
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